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開    会  （午後  ２時０３分） 

 

○議  長  

 皆さん、こんにちは。 

 町長より本臨時会会期中、上下水道課西口主幹が事情により会議を欠席する

ことになった旨通知を受けましたので、報告をいたします。 

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより平成

２３年平群町議会第４回臨時会を開会いたします。 

 町長、開会に当たり招集のごあいさつをお願いいたします。町長。 

○町  長  

 皆さん、こんにちは。 

 本日第４回平群町議会臨時会を開催させていただきましたところ、議員各位

におかれましては、公私大変お忙しいところ御出席いただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 ことしは梅雨入りが早かった分、梅雨明けも早く、夏本番を迎えております。 

 間もなく、子どもたちにとりましては待ちに待った夏休みがやってまいりま

す。ウォーターパークは一足早くあす７月１６日にオープンいたします。 

 ７月２４日の日曜日には地域自主防災連絡協議会主催の自主防災訓練が健民

グラウンドで開催されます。今回は若葉台自治防災会との共催となっておりま

す。 

 ８月６日の土曜日には恒例の平群町盆踊りが開催されます。多数の町民の皆

様の御参加を期待申し上げております。 

 さて、本議会では平成２３年度平群町一般会計補正予算並びに平成２３年度

平群町介護保険特別会計補正予算の御審議をお願いいたしております。さらに

は、農業委員会委員の推薦について、選挙管理委員の選挙について、選挙管理

委員補充員の選挙についてを案件とさせていただいております。慎重な御審議

を賜りまして、可決を決定いただきますようお願い申し上げまして、開会に当

たりましてのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。 

○議  長  

 これより本日の会議を開きます。 

（ブー） 

○議  長  

 本臨時会の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおりです。 

 本日の議事日程の報告を求めます。局長。 

○局  長  
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 議事日程報告 議事日程表のとおり 

○議  長  

 日程第１  会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員には、会議規則第１２０条の規定により、５番、

植田君、６番、山口君を指名します。本臨時会会期中、よろしくお願いします。 

 日程第２  会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日と決定したいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１日と決定をいたしま

した。 

 日程第３  諸般の報告を行います。 

 予備費の充用について報告を求めます。副町長。 

○副町長 

 私のほうからは、一般会計の予備費充用の御報告をさせていただきます。 

 ７月に入りまして緊急でクーラーを交換する必要が生じたため、充用をさせ

ていただいております。 

 まず、７月１日に議会事務局及び監査員事務局のクーラー交換のため９３万

９，０００円を充用しております。 

 次に、７月５日、北小学校の校長室及び職員室のクーラー交換のため１３７

万６，０００円を、西小学校の保健室のクーラー交換のため４４万７，０００

円を、同じく西学童保育所のクーラー交換のため４４万７，０００円を。続き

まして、中央公民館談話室のクーラー交換のため１６万２，０００円を。最後

に中学校の職員室のクーラー交換のため１１８万２，０００円を充用しており

ます。合計いたしまして、今回４５５万３，０００円を予備費から充用させて

いただいておりますので、御報告させていただきます。 

 以上でございます。 

○議  長  

 以上で諸般の報告は終わります。 

 日程第４  議案第４４号 平成２３年度平群町一般会計補正予算(第２号 )に

             ついて  

を議題といたします。 
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 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長 

 議案第４４号 提案理由説明 

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。山口君。 

○６  番  

 ６月議会に同じく一般会計補正予算（第２号）が提出されて、それがまだ１

カ月たっていませんから、記憶に新しいところですが、否決されたと。その否

決された理由というのはですね、小学校の統廃合、再編成とおっしゃってます

けれども、その町のほうが進めているアクションプランで、南小学校と西小学

校を廃校にして東小学校の位置で統合するという。それに対して議会が基本的

にノーを突きつけたというふうに私は理解しています。それが６月議会の２号

補正で、東小学校の測量設計委託料３，３５０万、それから用地購入費８，５

００万、これが計上されていた。それで否決されたと、このように私は認識し

ていますが、町長も同じような認識でしょうか。 

○議  長  

 町長。 

○町  長  

 ６月議会におきまして、議員おっしゃられたとおりの認識でおります。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 そういう認識であれば、当然議会としては町のアクションプランに対して、

それをいま進めるべきではないという判断をした、このように私は思います。 

 今回のこの補正ですけれども、先ほど言いました測量設計委託料３，３５０

万はなくなっています。しかし、その一方でですね、用地購入費８，５００万。

全く同じように項目も全部一緒ですし、教育債という形も一緒ですし、こうい

う形で今回上げられてきたと。 

 いま西本課長の説明では、東小学校の教育環境を整える。これは大いに結構

なことです。結構なことなんですが、３月議会、当初予算には上げられません

でしたけれども、それは６月議会でも議論したように、まだまだ統廃合、再編

成についていろんな意見があるので、それの理解を得るためにできるだけ時間

を延ばしてぎりぎりまで待ったんだということで、当初予算でなく６月議会で

計上された。そのときの説明は、基本的にはアクションプランを実行するため、

平成２６年４月には北小学校と東小学校の位置で町内２小学校で小学校を運営



－４－ 

したい。それを２６年４月から実施したい。そのために今年度用地確保と測量

設計予算の計上をした。こういう説明でした。 

 それで今回ですね、その議案が否決されたのが６月１７日の本会議、きょう

は７月１５日ですから、まだ２８日しかたってないですね。ちょうど４週間。

この間に当然いまおっしゃったように、東小学校の教育環境を整える。非常に

大事なことです。東小学校も相当老朽化してますから。そのためにこの土地を

買うんだということであれば、当然東小学校のこの土地も含めた教育環境をど

のようにするか、詳細設計はどのようになっていますか。その説明は議会では

全く受けていませんが、どうなんでしょうか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 ただいまの御質問にお答えを申し上げます。 

 東小学校の大規模改修といいますか、改修に係る詳細設計はどうなっている

かというのが最後の御質問だったかと思いますが、現在のところですね、具体

的に東小学校の改修等に対する詳細の設計を行っているということはもちろん

ございません。予算ももちろんついていませんし、そういうことはございませ

ん。ただ、あえて申し上げますと、御承知のようにこれまでも一定の説明をさ

せていただいたかと思うんですけれども、東小学校につきましては、平成１７

年に耐震補強工事を行いましたが、そのときにその前後にですね、あるいは同

時に大規模改修というのを東小学校においては行っておりません。平成１０年

に北館を行っておりますが、本館、南館については行っておりません。そうい

うことがございますので、一定の老朽化が進んでいるということは事実でござ

いますし、大規模改修も視野に早急に入れなければならないということは考え

ているものでございますが、現在のところ具体的にお示しをできる状態ではご

ざいません。 

 以上です。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 教育環境を整えるていう説明をして土地を買う。それも、財政が大変だ、大

変だと言ってる中で、８，５００万円という巨額の借金をしてですね、土地を

購入する。アクションプラン、町長出されているビラにも書いてありましたが、

平成２６年度で町がこの間進めてきたアクションプランを実行するのは難しく

なったというか、断念せざるを得ない状況。そういう書き方だったと思うんで
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すが。ということは、３年後にはまだそれはできないわけでしょ。とりあえず

議会のほうは東小学校の位置での３校統合というのは今のところノー。そうい

う事態の中で東小学校の教育環境をどうするのか、当然それを考えていただく

のは非常に結構なことですし、必要なことだと思います。 

 しかし、いまの課長の答弁では、全く計画、どのように環境を整えるか、何

もないのに、土地だけ買うというのはどういうことなんでしょうか。計画もせ

ずに土地だけ買うんですか。それを国に教育債という形で起債を認めてもらっ

てやるということですか。そこがちょっと理解できないんですが、その辺もう

少し説明いただけますか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 再度御質問にお答え申し上げます。 

 申し訳ございません。私が先ほど答弁をさせていただきましたのは、建物、

東小学校の建物に対するそういう詳細な考え方というふうにとらえましたもん

ですから、そういう意味での説明をさせていただきました。 

 今回ですね、補正予算をお願いしておりますこの用地の拡幅につきましては、

先ほど山口議員おっしゃっていただきましたように、６月のときに内容として

は同じものを提案をさせていただきました。その提案の理由についても、議員

からいま、るる述べていただいたとおりでございます。 

 ただ、今回内容的に同じものを出させていただいておりますが、この用地の

拡幅につきましては、まず一つはですね、いわゆる敷地を拡幅することによっ

て、教育条件の整備という言葉で申し上げておりますけれども、具体的にはで

すね、使用の用途が大幅に広がるという問題がございます。 

 一つは、いろいろあるんですけれども、細かくは申し上げませんけれども、

駐車場の問題がまず一つはございます。給食センターがですね、あの位置にご

ざいますので、給食センターの車が、大きなトラックが入ってくる。そして、

教員の駐車場がその前にあるということで、トラブルが起こっていることがご

ざいます。 

 また、御承知のように東小学校ではことばの教室も開設をいたしております。

そういったことばの教室に通級をされる方々の駐車場、あるいはまた、学校に

来客の方々の駐車場、そういったものも現在でも非常に手狭になっているとい

うことも事実でございます。そういった部分を運動場の拡張も含めてそういっ

た部分の解消をしていく。あるいは、教育環境の整備ということの中で、いろ

んな子どもたちの学級園の整備でありますとか、あるいはビオトープの整備や
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また、植林等もできていくんではないかというふうに考えています。 

 もう一つはですね、これも御承知のように、現在平群駅周辺整備事業、区画

整理事業が進んでおります。この東小学校は区画整理事業の区域の中にござい

まして、組合のほうにお話をいろいろお伺いをいたしますとですね、いわゆる

区画整理事業の仮換地の指定がですね、本年度中をめどに指定の完了を目指し

ていきたいというふうにお伺いをしているわけでございます。そうしますとで

すね、仮換地が指定されますと、当然我々がアクションプランの中で一定程度

校地の拡大ということでお示しをしましたけれども、そういった部分も個人の

用地として仮換地指定をされるわけであります。そうしますと具体的にはです

ね、建物が建ったり家屋が建ったりというようなことが当然予想されますので、

この東小学校の用地をさらにですね、有効に利用していくためにはアクション

プランを進めるということとは関係なくですね、小学校の用地の環境を整えて

いく、そのタイミングが平群駅周辺整備事業との関係で、いま行わなければそ

れを確保するということは非常に難しくなる。そういうことから今回ですね、

まだ１カ月もたたない状況の中で、内容的には同じものでございますけれども、

理由としては我々としては全く違う理由ということでお願いを申し上げたもの

でございます。 

 以上です。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 統廃合しなければ東小学校は子ども減るんでしょう。教室も余ってるんでし

ょう。大規模改修、もちろん古くなった校舎を直すというのもあるし。でも、

子どもが減っていくんで、統廃合しなければ拡幅する必要が本当にあるのかど

うか。そこだって疑問じゃないですか、普通に考えれば。 

 ほんで、いま駅周の話出ましたけど、これ教育債ですよ。学校教育にかかわ

って起債を認めてもらうわけですから、駅周絡みだったら区画整理事業のほう

で、そっちのほうで買収すればいいじゃないですか。何をそんなに慌てるのか。

だって普通に考えてですよ、統廃合のために必要だということをさんざん住民

の皆さんにも説明し、この議会の中でも説明し、それが議会で理解を得られず、

一たんストップする、凍結する。そんな中で１カ月もたたない間に同じ土地を

買収する、どっかでじゃあ悪い言い方をすればですね、ちょっと遅れるかもわ

からんけども、何が何でもいまこの間町が進めてきたアクションプランをです

ね、するために、とにかく用地だけ先に買っておくんだと。このように受けと

められかねないですよ。 
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 何でそんなに、じゃあ急ぐのか。今回これを買わないと、東小学校の教育環

境よくするにはできないということですか。いま言いましたように、子どもが

減っていく中で西も南も東のほうに来なければ、そんなに土地が足りなくなる

ということはないのではないか。駅周の関係で言うならば区画整理事業のほう

でその土地を買えばいいんではないか、このように思うんですが、どうなんで

すか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 一つは区画整理事業で土地を買うということであればいいのではないかとい

う御発言がございましたけれども、これはあくまでもいわゆる学校用地の拡幅、

つまり学校の教育環境の向上、整備ということであります。私が申し上げまし

たのは、現在区画整理事業という事業が行われておりまして、これはいわゆる

直買の事業ではございませんので、あえて説明をするまでもないんですが、つ

まり換地という手法でもって事業は進んでいくということでございます。そう

いう意味で考えますと、地権者の方々、現在おられる地権者の方々と一定ので

すね、合意を直接お話をして買収するということでなくても確保できるという

メリットがございますから、当然話もしやすいということでございます。 

 そういう意味では先ほど申し上げましたように、仮換地の指定がすべて終わ

って、すべて個人地になってしまって、あるいはまたそこに建物が建つという

ふうな状況になってから、これを確保するというのは非常に難しい。 

 例えばですね、仮に９月議会であってはいけないのかということであって、

もしそう考えますと、これは相手のあることでございますから、我々としては

できるだけ早くですね、１カ月でも２カ月でも早くにそういった交渉を始めさ

せていただきたいということで、今回お願いを申し上げたものでございます。 

 御理解をお願いいたします。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 さっきも言いましたようにね、その土地さっき駐車場とかその他幾つかおっ

しゃいましたけれども、さっきも言いましたように、統合しないのであれば子

どもが減るっていうふうに盛んにおっしゃってるわけじゃないですか。東小学

校も減っていく資料を出されてるじゃないですか。そんな中で、なぜ用地を増

やさなければならないのか、まずそれが理解できない。なぜこんなに急ぐのか、
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それも理解できない。だからさっき言ったような疑問が出るわけです。いまの

説明では駅周とのタイミングと言いますけれども、それだったらなおのこと、

そっちの事業できちんと手を打てばいいじゃないですか。打てない理由は何な

のか。何で、じゃあ、仮換地が全部終わってからどうしても必要て、まだ設計

も何もできてないのに、何に使うかもわからなん土地をそうむやみに買うんで

すか。そこが理解できないんです。ほんで１カ月前までは統合のために必要だ

と言っておきながらですね、それがだめとなったら今度は教育環境をよくする

という大義名分で。よくするのは結構ですよ。でも、一方で子どもが減ってい

くと言っておきながらですね、なぜ土地広げないといけないのか。その辺全然

整合性がないんですよね。何でいまなのか、町長答えてください。なぜいまな

んですか。 

○議  長  

 町長。 

○町  長  

 東小学校のですね、用地を確保して、東小学校の教育環境を充実さすという

点におきましては、先ほど担当課長のほうから御説明したとおりでございます。 

 それで、もう１点は、３点ほどあったと思いますが。子どもの数が減るとい

うことでございます。当然、日本全体が少子化傾向にございます。今後におき

ましても子どもの数が減っていくという状況にあります。平群町においてもそ

ういう状況にございます。 

 しかしながら、この駅周辺事業といいますのは平群町にとりまして大変大き

な事業でございます。これは平群町全体の町の活性化に資する事業ということ

で、全力で現在取り組んでおるところでございます。駅前土地区画整理事業が

土地整理事業としてだけじゃなしに、その後のまちづくりが非常に重要になっ

ております。この事業を本当に成功させるためには、ここへいろんなまちの活

性化に資する施設も来ますし、また住宅も建っていくということでございます。

当初の計画では、ここ人口が１，０００人増えるということでございます。当

然そうなれば子どもも増えてまいります。そういうことも当然頭に入れて、東

小学校の整備に資するということでございまして、同時になぜいまかというこ

とにつきましては、先ほど課長から申し上げましたように、平成２３年度中に

ですね、第２段、第３段の仮換地指定が行われる予定となっております。そう

なりますと、家がどんどん建っていくわけでございます。家が建った後、さあ

慌てて、東小学校の用地を確保するということは、非常に至難の技になるとい

うところでございます。そういう意味では、いまが本当に一番いいベストであ

りますし、これが遅れることになればですね、なかなか東小学校の用地確保し
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にくいということでございます。 

 現在、地権者の皆さん方に土地区画整理組合として、あるいは平群町として

説明に回っております。皆さん方の土地をどこに確保するかという交渉をやっ

ております。そういう中で、東小学校の用地を確保するのかしないのかという

ことが決まらなければ、これまた交渉するにいたしましても、非常にあやふや

な状態で交渉しなければならないということになります。 

 したがいまして、駅周辺整備事業、これをスムースに進める上でもですね、

いましかないわけです。いまもうしなければ、もうあきらめるんかと。東小学

校の用地、子どもたちの教育環境充実さすための施策をあきらめるのかという

ことになってしまいますので、それはやはり子どもの教育環境、いますぐこの

用地を使ってどうするという青写真はないですよ。だけども、先ほど言いまし

たように、ビオトープ、駐車場の問題、あるいはグラウンドの拡張の問題、い

ろんな問題がここで１年先か２年先かわかりませんけども、可能性が出てくる

わけです。その可能性をいま絶つかどうかということにもつながります。 

 したがいまして、子どもたちのこれからの教育環境整備という１点で皆さん

方の御理解をいただきたいと。買うタイミングは先ほど申しましたように、い

まが一番いいということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 なんぼいいことおっしゃってもね、いま青写真もないとおっしゃったじゃな

いですか。青写真もなく、むやみに土地買うんですか。駅周で必要だったら、

駅周のほうでやればいいじゃないですか。 

 子どもだしに使ってるということになりませんか、教育の名のもとに。教育

環境をよくするという名のもとに。将来必要だろうと思うから買っておくんだ。

過去の公社での先行取得と一緒のような考え方じゃないですか、それだったら。 

 青写真もない、青写真つくってから教育債で購入したらいかがですか。なぜ

それ待てないんですか、すぐつくれるでしょう。統廃合と別に、東小学校、い

まの子どもの数、これからの駅周のこともありますから若干子ども増やすとい

う方向も出されるんでしょうから。いまの規模を維持するという形で、いま教

室も余ってるわけですから。それでなおかつ必要だというきちっとした資料、

青写真、出して購入するのが本来の姿じゃないんですか。それをすっ飛ばして、

１カ月たたず、２８日間で理由を変えて提出するというのは、いかにも住民や

議会に対してですね、不誠実じゃないですか。この間、一切その説明はなかっ

たんですよ。まだ１カ月もたってないんですよ、町長。その辺どのように考え
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てるのか、非常に不思議で仕方がない。後でまた聞くかわかりませんが、いま

森田さんも手を挙げてはりますから。私はそこんとこが非常に不思議で仕方が

ないし、いま青写真がないとおっしゃったことは、住民に対して何の説明もな

く土地を買うんだ、それも教育環境充実という美名のもとにということは言っ

ておきます。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 いま町長からとか担当の岡田課長から御説明がありましたんですけども、何

か話を聞いてますと、小学校再編成も駅周があるから再編成するような感じに

受けるんですけども、そのことは今回求めませんが、町のホームページを見ま

すとですね、事務作業は一たん中断すると、云々書かれてですね、今後におき

ましても再編成の早期実現に向けて努力してまいりますという掲載がございま

す。この早期実現とはどういうことをあらわしてるのか、お聞かせいただけま

せんでしょうか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 お答え申し上げます。 

 再編成の早期実現ということでございますが、これはですね、いわゆる小学

校を再編成していく、いわゆる先ほどから出ています、私どもがつくりました

小学校の再編成のアクションプランではなくてですね、小学校を今後再編成を

していくということは、当然教育の課題上非常に重要な位置を占めるものでご

ざいます。そこでホームページでアップしています、いまおっしゃっていただ

いた内容は、その小学校の再編成全体についてのですね、考え方を示させてい

ただいたというふうに御理解をいただきたいと思います。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 いま課長から御説明いただきました内容でいきますと、先般議会に示されま

したアクションプランは、この実現とは関係ないものだという、だから、再編

成アクションプランは、それは今回の早期実現とは直接関係ないものだという

ふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 
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○教育委員会総務課長 

 そのように理解をいたしております。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 それであれば、なぜいまさら、いままでは小学校再編成のために土地を買う

と言ってたものが、ある日突然、先ほど山口議員からもありましたように、１

カ月たたないうちに、いつの間に安全・安心の教育環境になったんですか。私

には理解できませんが。それであれば、６月議会のときにそういう話もあって

もいいわけじゃないんですか。駅周絡みという話も。その話もなくてですね、

私は唐突にこの話が出てきてると。委員会でもこういう話も一度も開かれてお

りませんしですね。こんな唐突なことを補正予算の申請されてもですね、議案

を出されてもですね。どうせよと言うんです、議員に対して。こんなもの賛成

できるはずないじゃないですか、こんなもの。だれが考えても。初めから駅周

であれば駅周と。そういう絡みもちゃんと言ってくれないと困るわけですけれ

ども、なぜそういう話が出てこなかったんですか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 ただいまの御質問でございます。 

 小学校の再編成のアクションプランについて、この間御承知のように住民に

対する説明会やあるいは保護者に対する説明会、また議会の先生方に対するい

ろんな説明会等を行ってまいりまして、一貫して我々は小学校の再編成のアク

ションプランをスムーズに御理解をいただく中で進めるための取り組みを進め

てまいりました。その中で、当然ですね、再編成をどう行うかということと、

その再編成を行う上で、東小学校の教育環境をよりよいものにするためにどう

いう内容の整備を行っていくかということをあわせて御説明を申し上げてきた

ものであります。 

 したがって、これはアクションプランということの中で全体を一括で御説明

申し上げてきましたが、仮にアクションプランに基づく再編成が行われなかっ

た場合にですね、仮にというのは現在そうなっているわけですけれども、その

場合には、例えばいまお願いをしてます用地の購入の問題であるとか、あるい

は、いわゆる先ほど出ました東小学校の老朽化に伴う大規模改修の問題である

とか、こういった問題はですね、アクションプラン全体の中で説明をしてきま

したが、アクションプランと切り離しても、当然前向きに考えなければならな
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い、対処していかなければならない課題であるというふうに我々としては考え

ています。 

 したがって、現在いわゆるアクションプランがですね、一たん事務作業を中

断しなければならない状況の中ではですね、先ほどの御質問にあった大規模改

修だったり、あるいは教育環境の整備のための用地の拡幅であったりですね、

これは当然教育委員会として考えていかなければならない課題であるというふ

うに思っているものであります。それを一日も早く進めるために、担保するた

めに今回補正をお願いしたというふうに御理解をいただきたいと思います。 

○議  長  

 山田君。 

○９  番  

 先ほどから山口議員、森田議員の説明に対する答弁をね、聞いてますとね、

なるほどなという御答弁をされているように聞こえます。というのはね、一つ

ずつの説明に対してはそれ筋通ってるんですよ。でも、それを全部の答弁され

ていることがまとまってるかと言ったら、まとまってない。一番言えることは、

計画性がなかったんですよということをおっしゃってるように聞こえるんです

よ。 

 ６月議会で、岡田課長のほうはこの土地についてはね、アクションプランの

用地拡幅の一部であるておっしゃってる。統廃合のための土地ですよというこ

とをおっしゃってる。駅周とのタイムスケジュールの関係で平成２３年度中、

２３年度中ですよ。まだあるんですよ、時間。２３年度中に購入しなければな

らないて、ちゃんとお答えになってる。いまお答えになったのが、相手のある

ことですから。 

 山口議員が何で３月議会に上程しなかったんですかという質問、そしたら、

要は皆さん覚えてらっしゃると思いますけど、より合意を得るため。それはそ

れなんです。そしたら、教育環境を整えるためには、なぜ３月に土地だけ上程

しなかったんですか。それがおかしいでしょ。計画性があれば、トータル的に

いろんなことで考えていれば、３月の当初予算に土地だけでも上程するべきで

あったんじゃないですか。そこも答弁の中でおかしいんです、私聞いてますと。

一つ一つの御答弁はそれなりの筋が通ってるんです。おかしなかったら町長お

かしないって。まず、そんだらなぜ３月に、僕ほかにも端的に質問しようと思

ってたんですけど、なぜ３月に現実的に土地と設計費の両方を出そうとされて

たのを、取りやめされたわけでしょう。そんだら、そのときに土地だけ、そう

いうちゃんとした教育環境の整備をするためだというんであれば、８，５００

万土地そのまま上程されてもよかったんじゃないんですか。町長、そしたらお
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答えいただきたい。 

○議  長  

 町長。 

○町  長  

 いろいろものは言いようでありまして、理解しようと、しようという気持ち

でお聞き願えれば十分理解していただけるんやないかと私は思います。 

 まずですね、一つは２３年度中に購入するんだから、いまでなくてもいいじ

ゃないかと。既に説明してるじゃないですか。交渉しなければならない、前も

って。たくさん地権者いらっしゃいます。その方たちと一人一人交渉しないか

ん。こちらに材料ないまま交渉できないやないですか。２３年度中に購入する

というのはね、議会の議決を、じゃあ今年度末の議会で議決いただければ２３

年度に購入できるというもんじゃないんです。前もって議決をいただけなけれ

ば、この三角地を直接買いに行くんちゃうんですよ。用地を直接買いに行くん

じゃないんですよ。そのことを御存じなんでしょう、山田議員は。 

 それからですね、土地だけ３月になぜ出さなかったのか。そんなん後からの

理由やないですか。６月議会、私は議決いただけると思ってましたよ。再編成

アクションプランを議決いただけると思ってるのに、３月議会、土地だけ何で

出すんですか。それは、ものは言いようですよ。言うことは言っていただいて

結構ですよ。 

 要は、東小学校の用地拡大には、いましかないというのは御理解いただけま

すね。駅周がどんどん進んでいって仮換地指定が終わって、家が建ってしまっ

たら、それから買いに行くなんてできないやないですか。できたとしても、大

変な交渉が要るし、高い値段で買わなければならないかもしれない。建った家

をつぶしていただかな、そういう事態かて起こり得るじゃないですか。 

 いまがチャンスだから買っておこうと。青写真がないからと言うけども、青

写真先ほど言いましたやないですか。いろんな子どもたちの教育に資する用途

に使える。そのチャンスが、いまを逃すとしんどくなるということを申し上げ

てるんですよ。それで、何とか御理解いただきたいなと思っております。 

○議  長  

 山田君。 

○９  番  

 あのね町長、そんな一生懸命説明されたってですね、私は理解しないがため

に言ってるわけじゃないでしょう。私の言っとるのは、だれもが皆さんがわか

る話じゃないですか。土地買いに行くのに相手があるんですよ。交渉しなけれ

ばならいんですよ。このことについては、私も余り触れたくはない部分がある
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んでね、余り触れませんけども。そやからいま議決せなあかんというのは、町

長、そのことを深く掘り下げるつもりはないけど、それは理由にならないでし

ょう。町長もよく御存じでしょう。それはまあ、おいときましょうよ。だから

７月にしなければならないんだていうのは。 

 私は通ると思ってました。そら、思ってましたは個人の自由ですから結構で

すけど、大勢を見たときに、流れを見たときに、見る必要があるでしょうが。

そんなにこの土地が必要であれば、町長の意思でとりあえずこれだけは通さな

ければならない、６月の補正予算で設計費は状況見ておろすということも可能

だったんでしょう。それすらやられなかった。そんなことは理由にならないで

すよ。それであれば、私が先ほど言った計画性を持ってなかったということが

露呈されたんじゃないんですかということになってしまうでしょう。そのこと

を言い合うつもりはないですけど。 

 教育施設を充実させる。これも聞こえのいい話です。でもね、そりゃ、議員

それぞれの考えがあって、それぞれが別々のいろんな考えをお持ちなんで、統

廃合については、今後どういう皆さんが統一された考えじゃないですよ。私は

一つ提案してるでしょうが。中央小学校というのもあるんですよ。それも一つ

でしょう。それは、町長の判断でそれを採用しなさいと言ってるわけじゃない

んで。いまのアクションプラン、統廃合の計画を持つにしても、いまのアクシ

ョンプランは一たん否決になった以上、東小がなくなるという案もあり得るわ

けでしょう。何か東小は絶対残るということを前提に話されているように聞こ

えるんですよ。だから、それは私はその話が一つずつは十分理解できるんです

けど、三つお答えになったら、三つのそれぞれがあれって思うんですよ。私の

理解が不足してるのかもわかりませんが。それぞれ一つずつは理解できるんで

す。でも、三つに整合性がないんです。そこを私言ってるんです。 

 端的に何点かお聞きしたいんですけど、岡田課長がね、６月議会のときに要

は嫌味言ってるんじゃないですよ、アクションプランの拡幅の一部ということ

で、土地を買うということで、教育債という話が出てるんですけど、いまアク

ションプランが要は否決されてですよ、統廃合の方向もどうなっていくかわか

らない状態で、駅周の関係で、教育債は教育債として使えるんですか。これは、

端的に聞いてるんですけど。 

○議  長  

 総務財政課長。 

○総務財政課長 

 学校教育債につきましては、当初に説明させてもらいましたように、学校の

教育環境整備ということの目的で、起債協議をかけて借金をするというふうな



－１５－ 

ものです。 

○議  長  

 山田君。 

○９  番  

 ほな、関係なしに教育環境の整備という項目で統廃合が、いまのアクション

プランが進んでいかなくても、問題ないということですよね。それだから、そ

ういう意味では問題ないという意味ですよね。わかりました。 

 それで、あともう１点聞きたいのはね、何か否決されたということが表に全

面に出てるんですけど、今後の、まず小学校の再編成についてのいまのアクシ

ョンプランについて、町長としては否決に対してね、どういうふうに受けとめ

られてるのかなと。 

 町長通信出てました。平成２６年開校は困難。２６年の開校は困難になった

とおっしゃってます。その中でね、一部の保護者の気持ちも理解はできますが、

云々となってるんですね。要は、この文面を読むと、いまのアクションプラン

を私はまだ続けていきたいということを訴えていきますというふうにとれるん

ですよ。ほんで、いまのこの土地の、私が非常に疑念に持つ購入でしょう。ど

ういうふうな理解をすればいいのかなと。そういう意味では、いまの現アクシ

ョンプランについて、否決されたことについて町長はどうお考えなんですか。 

○議  長  

 町長。 

○町  長  

 民主主義でございます。二元代表制でございます。私がアクションプランを

今後も推進していきたいという気持ちは全く変わっておりません。できるかで

きないかは皆さん方の判断でございます。６月議会で否決されました。したが

って、いまアクションプランに向けた、それを再編成する、最初も答えました

けれど、２回目言います、アクションプランを進めていく事務的手続は中断し

てます。いまも中断してます。何か状況が大きく変わらない限りこれはだめで

しょう。議会の議決が必要なんですから。いまは６月議会で否決されてますか

ら。アクションプランに基づく再編成に向けての事務手続は中断してます、い

まも。それと、平群町の最高責任者として町民の皆さん、あるいは議会議員の

皆さんにアクションプランは必要ですと訴えていくのとは別の話です。 

 今回の提案は、東小学校の用地確保の予算措置に対する提案でございますの

で、よろしく御理解いただきますようにお願い申し上げます。 

○議  長  

 山田君。 
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○９  番  

 すみません、ちょっと。何か私理解が乏しいんでわかりにくいんですけど、

今回は土地の購入ですよ。それもわかってます。でも、これはアクションプラ

ンとは切っても切り離せない。私はまず、この土地の購入、平行線になるんで

あれなんですけど、なぜ６月にそういう状況があって７月なんですか。９月に

もっと理解を深めるため、私らは住民の代表ですから。もっと理解を深めるた

めのいろんな資料も含めて、説明をいただくべきであったと思います。それは

私の考えです。町長はそうじゃないんや。そんなこと必要ないんじゃ、そんな

こと必要ないんだとおっしゃるんであれば、こういう形になるんですよ、だか

ら。 

 でも、アクションプランという言葉が出ましたけど、現アクションプラン、

いままで出されたアクションプランを、民主主義で二元代表制ですから、議会

の議決がない限りは進められないと町長はおっしゃいましたけど、そしたら新

しい新アクションプランをつくっていく気持ちがあるのか。いや、いまのアク

ションプランを、私は私でそれを住民の理解を深めるように、もちろん議会の

理解も深まるように、これからも進めていくというおつもりなのかなというふ

うにちょっと聞こえたんで、その辺のところはもう１回確認したい。 

○議  長  

 町長。 

○町  長  

 いま申し上げましたように、アクションプランは、私はたくさんの有識者あ

るいは地域の関係者の皆さんが寄ってつくった４年間の議論の結晶であります。

議会議員の皆さんが同意いただいて、５人の教育委員の皆さんも入って最終的

にはつくったアクションプランですので、これは、私、一番平群町にとって理

想的なアクションプランであるというふうに思っております。だから、それは

尊重して今後もそれが実現する努力はしていくのは私の務めであります。 

 そのことと、それを幾ら私がそう言ったって、議会の御理解がなければでき

ないやないですか。今回は東小学校の教育環境の充実のためのアクションプラ

ンですというふうに申し上げております。 

 子どもの数も減るじゃないかと。いやいや、駅周辺整備事業で人口増を図っ

ていきますと。そのことかてあれですよ、まあまあいいんですけども、そうい

うことでやっていくわけでございますんで、その質問には幾らでもお答えしま

すけども、反対の御発言でございましたら、討論のところでどうぞ幾らでもや

っていただいたら結構でございます。質問につきましてはお答えいたします。 

○議  長  



－１７－ 

 山田君。 

○９  番  

 当たり前の話ですよ。私は質問してるじゃないですか。私、反対のための質

問じゃないですよ。あなたのお考えをお聞きしてるんですよ。 

 いまおっしゃいましたけど、間違ってますよ。アクションプランは、いろん

な人の意見を聞いたわけじゃないでしょう。それは、小学校適正規模検討委員

会の話でしょう。再編成の話でしょう。アクションプランじゃないでしょう。

それをもとにつくられたのがアクションプランでしょう。私はそういう理解。

理解の違いやったら違いでいいですよ。 

 でもね、いまの話聞いてましたら、私の意見ですけど、それは何か、いまの

この土地の購入に隠されて着々とアクションプランを進めていかれるという意

図があるんではないかというふうに感じてしまいます。それだけはお話を申し

上げておきます。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 先ほどの岡田課長の答弁と再編成の考え方について、町長はアクションプラ

ンを自分としては推し進めたいと、何が何でも。岡田課長は先ほどのホームペ

ージの私の質問に対しては、そのような答弁がなかったに思うんですけども、

岡田課長、それはどうなってるんでしょうか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 私が申し上げましたのは、ホームページにアップされている内容は、小学校

の再編成のアクションプランにつきましては、６月議会で否決されましたので、

それに係る事務作業については一たん中断をするということを申し上げたつも

りでございます。 

○議  長  

 植田君。 

○５  番  

 ちょっといろいろ聞かせてもらってましてね、６月の補正予算のときには、

いまこれまで山口議員も言ったように、再編成にかかわる予算が否決をされた。

今回、その部分で設計の分を抜いた用地購入だけが出てきたという形なんです

けれども、そこで、そのときの理由、６月のときは再編成に必要やから、設計

も土地も買うんだと。今回は、その理由が全く、まあ言ったら否決をされたか
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らといって別なもんですよという形で出てきたわけでしょう。ビオトープつく

るとか、駐車場を整備するとかていうのが出てきたんだけど。本当にいま、そ

の用地購入を優先せなあかんのかという問題は、私はあると思うんです。 

 たまたまちょっと先日、東小学校保護者のお母さん方からもいろんな声があ

ったんで、私自身がちょっと見させてもらいました。本当にひどい状況です、

学校の中。天井は落ちて、こんなプラスチックのケースに雨水を受けるような

状況であったりとか、壁はもうはげてしまってるし、床は底抜けそうな雨漏り

の状況になっているという状況で、こんな中で子どもたちの、まあ言ったらき

ちんとした教育環境ていうのはね、できないだろうというのはわかります。だ

から、その部分を私は優先さすんやったら優先させてほしいです、土地買う前

に。 

 まずは、学校の施設の状況、あれを早急に改善すべきだと思うんですよ。土

地買う前にやるべきことは、私はあるんちゃうかなというふうに、この前見さ

せてもらって特にそれを思いました。そういう部分では、なぜそっちを優先せ

ずに用地購入だけ今回出てくるのか。これは、やはり何が何でもアクションプ

ランを進めたい意向があるねんなという思いにしかとれないということで、こ

れは私の意見として言わせてもらいます。 

○議  長  

 植田君。 

○５  番  

 という意味では、そういう計画をね、整備計画を行政のほうとしてはどう考

えてるのかと。この部分については、すみません、聞いておきたいと思います。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 ただいまの御質問でございます。先ほども少しお答え申し上げましたが、い

ま１例をあげていただきましたが、東小学校につきましては、大規模改修を行

っておりませんので、状況としては老朽化が進んでいるということは事実であ

ります。先ほど言いましたように、できるだけ早くこれをですね、改修をして

いきたいというのは町長部局含めて話し合いを進めているところでございます。 

 一定のですね、いわゆる再編成のアクションプランをお示しするときに、い

わゆるシミュレーションを行っております。そういったシミュレーションの中

でもですね、今回改修をしていくですね、改修をしていく内容と当然ダブって

きますので、そういう意味では一定のですね、改修をするためのシミュレーシ

ョンも同時に行ってきたと言っても間違いではないかというふうに思います。
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ですから、あとはですね、町全体の財政計画との問題等々がございますから、

直ちにいつできるかということをお答え申し上げるわけにはいきませんけれど

も、東小学校につきましては大規模改修を行っていないということの中で、で

きるだけ早い時期にそれを行っていきたいというふうに考えているところであ

ります。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 先ほどね、町長がアクションプランはいいものだということで引き続き、い

まはとめてるけれども、事務作業はとめてるけれども、その方向は私はいいと

思っている。それはそれで、私はそのように思われるのは別にそれに対して私

がとやかく言う問題でないと思います。 

 ただ、そこでじゃ一つ聞きますけれども、いま事務作業をとめてる。議会が

要するに、これに関連する予算なり議案をですね、前に進めない限り、いまの

まま進める。もちろん、それぞれの小学校の改修だとかされるんだと思います

けれども、アクションプランにかわる新たなですね、私は統廃合と言ってます

けれども、再編成を検討する、要するにまたですね、庁舎内で検討する、そう

いうことは一切しない、さっきの町長の答弁を聞いていると、そのように受け

とめたんですが、そういう理解でいいですか。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 また町長からも答弁をしていただければと思いますけれども、教育委員会と

しましては少なくともですね、平群町全体の小学校の再編成がすべて否決され

たというふうには全く考えておりません。何回もお示しをしましたように、特

に西小学校におきましては、近未来において１学級が１０人を切るという状況

があるという状況の中で、教育の公平性、平等性の観点からこれをですね、解

決をしていかなければならない大きな課題であるということは問題提起をさせ

ていただいておりますし、今後も校区の地域の方々や保護者の方々にもそうい

った問題については、当然提起をさせていただきたいというふうにも考えてい

ます。 

 また、南小学校においても、現在は６月の請願が採択をされておりますが、

これもですね、いろんな考えの方がおいでになるわけですから、教育委員会と

しては引き続いて機会を見つけてですね、再編成についての意見交換会みたい

なものをですね、今後も引き続いてやっていきたいというふうには考えており
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ます。 

○議  長  

 教育長。 

○教育長 

 最も核心に触れる御質問いただきましたので、教育委員会の立場としまして

は、当初から再編成は何のためにするのかと、全町的な子どものことを考えれ

ば、これは欠かせないことだということを主張しております。その考えには全

く変わりございません。ただ、手法として現状における手法としては一たん中

断をせざるを得ない。どういう光明があちらからポッ、こちらからポッと出て

くるかわかりません。そのときはそれでまた、皆さん方と御相談しなきゃなら

ない。我々が単独先行では絶対できないことだと、こういうふうに考えており

ますので、今後におきましても、この再編成のプランにつきまして議員各位の

御理解を賜りたい、かように思っております。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 ぐたらぐたら言うのやめていただいて、はっきり答えてほしいんです。一言

で結構です。要するに、アクションプラン、議会が否決しているので、とまっ

ている。とまっている間は、この間のいろんな議論の中でいろんなこと出てる

でしょうけれども、一切いまの４校のままでいくんだと。ほか、先ほどちょっ

と出てたように、住民の中からもですね、東小廃止して三つでやれとか、いろ

んな意見あるわけです。別にどれがいいとかいうことじゃないですよ。そうい

う意見がありますけれどもそういうことじゃなくて、いまの４校のまま当面い

くんだということでいいんですね。 

○議  長  

 教育長。 

○教育長 

 当面というのが定義が非常に難しいですけれども、現状我々が意思表明しま

した一たん事務作業は停止させてもらっているということでございます。状況

が変われば、また皆さん方と一からスタートして御相談申し上げたい、かよう

に思っております。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 そうであれば土地購入の話また違ってくるんですよね。先ほど山田議員から
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もありましたけれども、やっぱりいつか、いつかというか、まあ１年後か２年

後かわかりませんが、それのために確保しておくんだという意味合いが非常に

強くなるんですよ、普通に考えれば。それは、うんとはおっしゃらないでしょ

うけども。そのようにとられますよね、普通住民の方、きょうの議会のことを

説明すれば。だって２８日しかたってないのに同じ議案出てきて、その出して

きた理由が違うんですよ。 

 先ほど山田議員も言いましたけども、初めから東の統廃合をしようがしまい

が、東の小学校のためにあの土地が必要だということが早くからわかってるん

であれば、当然その時点でそういう説明も、いずれにしても必要な土地という

説明をすべきではなかったかと。それをせずにいまになってそういう理由を上

げてきたというのは、どう考えても素直におっしゃってることを理解すること

は難しいと思いますが。教育長、もちろん長いこと教育長やってこられたわけ

ですから、そういう普通素直にですね、子どもの心のように素直に受け取れば

いま私言ったことが普通に受け取る、人間として普通に受け取ったことになる

と思うんですが、どうですか。 

○議  長  

 教育長。 

○教育長 

 非常に難しい質問かと思いますけれども、これはまあ、考え方の違いかなと

いうふうに思ったりいたします。なぜ再編成、再編成と我々が言ってきたのか

と言いましたら、先ほども申しましたように、教育環境の大整備であります。

だから、それに伴うのは用地の確保もあれば、校舎の大規模改修もあるわけで

あります。そのことを念頭に置いて、きょうこのお願いをしているというふう

に御理解いただきたいと、このように思っております。 

○議  長  

 山口君。 

○６  番  

 もう一つ言います、それなら。教育の中身について子どもたちにとって何が

一番いいかというのはいろんな意見があるんです。私は教育長おっしゃってる

ことをすべて否定する気はありませんが、いろんなさまざまな専門家の中でも

意見が分かれるんです。世界的にも１０人以下クラス、学校規模で言えば１０

０人以内が一番いいと言ってる国もあるんです。それがすべていいかどうか、

私は専門家ではありませんから判断できませんが、専門家でも分かれる意見、

それをね、子どもの教育のためっていう、それを大上段に振りかざしてですね、

そう思ってない人にまでそれを押しつけるような言い方はやめていただきたい。 
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 きょういま議論しているのは、教育のあり方云々でじゃなくて、なぜ６月議

会から２８日しかたってない段階で、この土地を何が何でもいま取得しなけれ

ばならないのかという。さっきからの議論を見てると、アクションプランをあ

きらめたわけではない。それなら、いまこれを確保しておいたら、ちょうどえ

えわいなというふうにだれだってとるでしょうって言ってるんですよ。そうと

らざるを得ないじゃないですか。先ほど答弁されてますから、もう一緒の答弁

になるからいいですけれども、そういうふうにだれだって理解しますよ。その

ことは言っておきます。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 １点だけ御確認をさせていただきたいんですけども、アクションプランに基

づいてですね、幼稚園の移転の問題が出ておったに思います。それと駅周絡み

でですね、移転しなければいけないという問題が出ておったと思うんですけど

も、２７年の春開園は間違いないんでしょうね。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。 

○教育委員会総務課長 

 お答え申し上げます。幼稚園の移転について、これまで御説明を申し上げま

したように、２７年の春開園ということで進めるつもりでございます。 

○議  長  

 森田君。 

○４  番  

 ありがとうございます。それであれば、学校の見えない土地を買うよりも先

に、幼稚園の話を進めるべきだということだけ申し上げておきます。 

○議  長  

 ほかにございませんか。井戸君。 

○１  番  

 皆さんかなりおっしゃられてたので、私は言うことがほとんどないんですけ

ども、教育課長さんの言ったはること、土地の取得が大変だということはもう

わかっております。ですから、それは私としては賛成ていう形はとりたいんで

すけども、そのためにはやっぱり町長さんに、この南小の存続に関しては法的

拘束力がないので、幾ら議会がどうだのと言っても、まあ言えば考え方が変わ

られて突っ走ることもできるわけですから、ですから、やっぱりここはしばら

くというのは、ある程度何と言うんですか、どれぐらいとめるとか、少なくと
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もとめるということをある程度言ってほしいです。 

○議  長  

 先に町長が答えた分と違うんかな。町長。 

○町  長  

 先ほどの皆さんの議論の中で私答弁しております。いま６月議会で否決され

ておりますんでね、ホームページにも書いてますように、事務手続は進めるこ

とはできません。そういうことでございます。いつまでというのはこれはわか

りません。私自身は、アクションプランの実現に向けて努力すべきだという立

場でございます。したがいまして、大きな変化があれば、それはまた変わって

いきますけども、少なくとも議会の否決がある以上は、なかなかこれは前へ進

まないんじゃないかなというふうに思っております。 

 先ほどそういうふうに答弁したと思いますが。よろしくお願いします。 

○議  長  

 井戸君。 

○１  番  

 答弁の内容はきちっと聞かさせてもらいました。確認のために、もし進むと

いうならばちょっとね、南小学校の区域の方もおられますんで、やっぱりそこ

はきっちりと言っていただけたらよかったと思ったので、改めて言わさせても

らいました。 

 以上です。 

○議  長  

 ほかにございませんか。森田君。 

○４  番  

 学校関係はそれで結構なんですけども、災害復旧費で９カ所一応そういう設

計等復旧工事費出てきておるんですけども、具体的に、平群町回りますとです

ね、山とかそういうところがブルーシートで覆われているところがたくさん見

かけます。９カ所ぐらいで済んでるんかなと思うくらいブルーシートで覆われ

てるところが見受けられるんですけど、具体的にお教えいただけませんでしょ

うか。 

○議  長  

 経済建設課長。 

○経済建設課長 

 災害復旧費の関係でございますけども、今回ですね、工事費とあと測量設計

費で計上させていただいておりますけども、箇所数で言いますと、９カ所とい

うことでございます。 
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 具体的にということですけども、場所で言いますと、福貴畑がですね、４カ

所でございます。あと檪原が３カ所、あと久安寺１カ所、椿井１カ所というこ

とでございます。被災状況でございますけども、ほとんどがですね、道路の路

肩の崩壊、もしくは道路の対側の山腹の崩壊によります道路に対する崩土、そ

れに対する復旧事業費を計上したと、こういうことでございます。 

○議  長  

 ほかにございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。山口君。 

○６  番  

 ２３年度の一般会計補正予算（第２号）には反対をいたします。 

 先ほどの質疑の中でもありましたけれども、教育環境整備のためと言いなが

らですね、その青写真もなく、いまこの土地を直ちに購入しなければならない

という必要があるのかどうか、その点について、まずは理解できない。 

 それから、答弁を聞いてもですね、先ほどの答弁の流れの中でいっても、結

局アクションプランをあくまでも推進する、そのための担保としていま購入し

たいというふうに受けとれるということ。本当にですね、統廃合とは関係なく

純粋に東小学校の教育環境整備、そういうことならばですね、具体的な計画、

青写真を策定して、議会と住民の皆さんにですね、早急に示して、それから用

地購入をしても遅くはないと私は考えます。 

 以上の点から、この補正予算案には反対いたします。 

○議  長  

 戎井君。 

○２  番  

 本補正予算に賛成の立場で討論します。 

 先ほど来の質疑を伺っておりますと、言論の自由ですから何を言ってもかま

わないのかわかりませんが、ほとんど質問というよりは議員それぞれ固有の御

意見をるる述べておられるように思います。ほとんど答えをする必要のない御

意見に対しても誠実に答えているように思います。この理事者側の答えを虚心

坦懐に予断なく聞けば、この補正予算の必要性は十分理解できるはずです。 

 私は賛成します。 
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○議  長  

 山田君。 

○９  番  

 私は、この補正予算に反対の立場で討論させていただきます。 

 先ほどからずっと出てましたように、要は土地の購入についてはいろいろな

考えもございましょうが、どうしても現アクションプランを、先ほど山口議員

が言ったように担保するような形での購入であるのかと疑ってしまわざるを得

ない状況であります。 

 また、今回の予算の中にも、６月にも出てました、否決された中身もありま

す。時代祭や災害復旧費、これは本来どうしても通していかなければならない

事案でございます。それを１カ月の間に、土地の購入については見た目の色だ

けを変えて中身は変わっていない。そのことを議会にそういう大事な案件も含

めて提案されたことに対して、私非常に怒りと疑問を感じます。そういう意味

でも本来ほかの案件を見ましても、賛成するべきところではあるのかもしれま

せんが、そういったように今回こういう土地の購入の部分を一緒に計上された

ということに対して反対をさせていただきます。 

○議  長  

 窪君。 

○８  番  

 議案第４４号 平成２３年度平群町一般会計補正予算(第２号)には賛成の立

場で討論させていただきます。 

 私は、６月議会では補正予算には反対をさせていただきました。アクション

プランもう一度これは認めることはできないという意味で反対をいたしました。

たくさん大事な事業の予算も入っておりましたけれども、本当に悩み、これは

反対させていただきましたが、今回の１カ月足らずの再度の補正予算の議案上

程ですけれども、この中には、小学校再編成のアクションプランを進めるため

の測量設計委託料約３，０００万円が削除されております。そのかわりに、６

月で用地購入の８，０００万は同じように上程されておりますが、理由は大分

変化がありますけれども、私も東小学校、再編成検討委員会のときに行かせて

いただきましたが、大変老朽化と同時に運動場の狭さ、駐車場が本当に保護者

の皆さんが来られたときに狭くて大変困っているというような、中間の住民説

明会でもたくさん出ておりました。ですから、いろいろ議員の皆さんのお考え

とか思想とかいろんなものは違いますけれども、裏があるのではないかと。こ

れを通すことによって、いつかはこのアクションプランを進める。でも、その

ようにおっしゃられますけれども、事実が一番大事であると思います。 
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 町長は二元代表制であると、このようにおっしゃられました。町長が幾らい

い案であると上程されましても、議会が否決しましたら、このような形になり

ます。ですから、幾ら裏があるとかどうのこうのと言うよりも、現実にいま土

地は、私はいまの東小学校、少子化にもちろんなりますけれども、駅前開発の

問題等々で子どもたちが増えていく。いまの現時点でも土地が足らないという

ことは如実に大きな課題であると、私は考えております。 

 そういう観点と、それから平成２３年度中に仮換地の終了するために、いま

購入しておかなければ、今後幾ら土地を買いたいということになりましても、

大変大きな山ができてくるというような内容の理由もお述べになられておりま

したので、素直にとりまして、東小学校のこの教育環境をより整備するために

はこの用地確保は必要であり、それ以外にも時代祭り等々、また災害復旧費等々

大変大事な補正予算をここの中には盛り込んでおられます。これには住民の生

命と生活、財産を守るためには反対することはできませんので、賛成の立場で

討論とさせていただきます。 

○議  長  

 ほかございませんか。馬本君。 

○１２番 

 るるいろいろ質疑のところ聞いておりましたけど、しかし、駅前開発はいま

現在どうなってるのやということで皆さんるる勉強されてるもんやと思います。

仮換地指定は先ほど課長さんのほうから御説明あったように、２３年度中に打

たはるというふうに、全体を打ちはるというふうに組合の方の御説明も私は聞

いております。 

 いま窪議員がおっしゃったように、東小学校で一定の行事があれば、この役

場の駐車場はどうでしょう。皆さん目のあたりに見てないでしょうか。きょう

は何、何でこの辺の来庁者多いの、私たち車とめるところもないやないかと、

いうのが現状じゃないでしょうか。その点も加味して課長はおっしゃったんじ

ゃないかなというふうに思います。 

 仮換地、組合で指定を打たれますと、今度土地が必要です、お願いしますと、

５年先１０年先であっても大変な多額な金ができます。そして、今度は交渉が

要るわけです。いま以上の２倍３倍の交渉が要るわけでございます。私は、子

どもたちの環境、教育環境を整備する上に当たっては、まず、東小学校の今度

用地を確保するということは非常に重要な予算であるというふうに、私は認識

をしております。いまでしかチャンスはないと私は確信しております。 

 それと、昨年ありましたように、自然と歴史の玉手箱をテーマに時代祭り、

町のイベントとして約１万５，０００人以上の方が参加された。平群町始まっ
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て以来の大イベントということでありました、時代祭りでございます。この予

算も６月議会にも計上しておりました。今回もちろんしていただいておるわけ

です。それと、住民のこれは平群町のまちづくりにとって非常に継続は力なり

ということで大事な、私は予算であると思います。 

 そして、災害は先ほどおっしゃったように住民の生命・財産を守る、緊急的

な災害対策に対する予算でございます。一日も早く執行していただいて、住民

の安全性を確保するということが大事でございます。 

 よって、総合的に判断いたしまして、私はこの補正予算については賛成の意

を表します。 

 以上です。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 

 ないようですので、本案に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４４号について採決を行います。 

 本案について原案どおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

賛成者挙手 

 

○議  長  

 挙手多数であります。 

 本案については原案どおり可決されました。 

 ３時４０分まで休憩いたします。 

（ブー） 

休    憩  （午後  ３時２６分） 

 

再    開  （午後  ３時４０分） 

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

（ブー） 

○議  長  

 副町長より発言の申し入れがございますので、許可いたします。はい、副町

長。 

○副町長 

 貴重なお時間をちょうだいいたしまして、大変申し訳ございません。 
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 先ほど、私のほうから諸般の報告の中で、一般会計の予備費充当につきまし

て報告をさせていただきましたが、一部修正がございますもので、この場をお

かりして報告させていただきます。 

 先ほど北小学校の校長室及び職員室のクーラー交換のため１３７万６，００

０円を充用させていただいたというふうに報告させていただいたんですが、実

際には東小学校の校長室及び職員室でございます。大変申し訳ございません。

この場をおかりいたしまして修正のほうよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議  長  

 日程第５  議案第４５号 平成２３年度平群町介護保険特別会計補正予算 

             (第１号 )について 

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 

 議案第４５号 提案理由説明 

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第４５号について採決を行います。 

 本案については原案どおり可決することにいたしたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  



－２９－ 

 異議なしと認めます。よって、本案については原案どおり可決することに決

しました。 

 日程第６  農業委員会委員の推薦について 

を議題といたします。 

 お諮りします。 

 農業委員の推薦については、どのような方法で取り計らえばよろしいかお伺

いをします。 

 

「投票」の声あり 

 

○議  長  

 投票という声がありますので、農業委員の推薦については、地方自治法第１

１８条の規定に準じ、投票によって決定したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。 

 投票による選挙の結果、最高得票順から４名を被推薦者としたいと思います

が、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって最高得票順から４名を被推薦者とすることに決

定しました。 

 議場閉鎖いたします。 

 

議場閉鎖 

 

○議  長  

 ただいまの出席議員数は１２人であります。会議規則第３２条第２項の規定

により、立会人に森田君及び繁田君を指名いたします。 

 投票は、連記無記名で行いたいと思いますが、異議ございませんか。 



－３０－ 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、投票は連記無記名に決定しました。 

 投票用紙には４名以内の氏名を記入してください。 

 投票用紙を配付いたします。 

 

投票用紙配付 

 

○議  長  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 

投票箱点検 

 

○議  長  

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長の点呼において順次投票願います。 

 なお、白票、指名の重複記載は無効票になりますので、十分御注意をお願い

します。 

 

投票  

 

○議  長  

 投票漏れはありませんか。 

 

「なし」の声あり 
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○議  長  

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 開票を行います。森田君、繁田君、開票の立ち会いをお願いします。 

 

開票  

 

○議  長  

 選挙の結果を報告いたします。 

 猪川純司君 １１票。 

 藤枝靖典君 １１票。 

 馬本隆夫君  ５票。  

 山田仁樹君  ５票。 

 山口昌亮君  ５票。 

 以上のとおりであります。 

 馬本君、山田君、山口君の得票数は同数です。この場合、地方自治法第１１

８条第１項の規定は、公職選挙法第９５条の２の第２項の規定を準用してくじ

で当選人を決定いたします。 

 馬本君、山田君、山口君、議場におられますのでくじを引いていただきます。 

 

くじ引き 

 

○議  長  

 くじの結果を報告いたします。 

 １番、山口君、２番、山田君が当選人と決定いたしました。 

 以上、農業委員の推薦については、猪川純司君、藤枝靖典君、山口昌亮君、

山田仁樹君のとおりであります。 

 以上４名の方を農業委員に推薦することに決しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 

議場開鎖 

 

○議  長  

 日程第７  選挙管理委員の選挙について 

を議題といたします。 
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 選挙管理委員及び次に予定されている日程第８ 選挙管理委員補充員の選挙

については、地方自治法第１８２条第１項並びに２項の規定で、議会において

これを選挙するということになっております。 

 選挙の方法は投票と指名推選の方法がありますが、これの取り扱いについて

議会運営委員会の中で協議をお願いしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議会運営委員会を開催していただきますので、

暫時休憩をいたします。 

（ブー） 

休    憩  （午後  ４時０６分） 

 

再    開  （午後  ４時１６分） 

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

（ブー） 

○議  長  

 午後６時まで時間延長をします。 

 議会運営委員会の委員長の報告を求めます。窪委員長。 

○議会運営委員長（窪 和子） 

 第４回臨時会議会運営委員会の報告をさせていただきます。 

 議長より選挙管理委員及び選挙管理委員補充員選挙の方法についての取り扱

いを当委員会に諮問がありました。 

 先ほど議会運営委員会を開きました。委員会協議の結果、選挙管理委員及び

選挙管理委員補充員選挙の方法については、指名推選で、議長一任ということ

で決定いたしております。 

 以上のとおり委員会報告とさせていただきます。 

○議  長  

 ただいま議会運営委員会の委員長報告のとおり、選挙の方法は議長が指名推

選といたしたいと思いますが、異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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○議  長  

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は議長が指名推選することに決定

いたしました。 

 それでは、発表いたします。 

 選挙管理委員に、井田和夫様、西山正清様、安田朝四郎様、白井 忍様。 

 以上の方を指名いたします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議長が指名いたしました選挙管理委員を当選人と定めることに異議

ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました井田和夫様、西

山正清様、安田朝四郎様、白井 忍様、以上の方が選挙管理委員に当選されま

した。 

 日程第８  選挙管理委員補充員の選挙について 

を議題といたします。 

 補充員につきましては、地方自治法第１８２条第２項の規定により、議会に

おいて委員と同数の補充員を選挙しなければならないとなっております。 

 補充員についても議長が指名推選といたしたいと思いますが、異議ございま

せんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は議長が指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 選挙管理委員補充員には次の方を指名いたします。 

 第１順位、高塚保夫様、第２順位、吉田知子様、第３順位、水舩 徹様、第

４順位、米田美知代様。 

 以上の方を指名いたします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま指名いたしました方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに
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異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました、第１順位、高塚

保夫様、第２順位、吉田知子様、第３順位、水舩 徹様、第４順位、米田美知

代様、以上の方が順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。 

 山口議員ほか１名より髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議（案）が提出

されました。本件につきましては、髙幣幸生君の一身上に関する件でございま

すので、地方自治法第１１７条の規定により、髙幣君の退場を求めます。はい、

髙幣君。 

○７  番  

 一身上の都合でございますので、一言申し上げたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。 

○議  長  

 ただいま、除斥されます髙幣君から地方自治法第１１７条ただし書の規定に

よって、会議に出席して発言したいとの申し出があります。 

 お諮りします。 

 この申し出に同意することに御異議ございませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。 

 髙幣君の申し出に同意することに決定しました。 

○７  番  

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、議長の御許可をいただきましたので、一言申し上げます。 

 まず冒頭に申し上げます。本決議案の趣旨に公約とありますが、これは公開

質問状というアンケートでありました。このアンケートを諸般の環境変化から

見直すのも勇気ある決断でありました。小職は地震大国と言われる現在の日本

から東日本大震災や阪神淡路大震災、特に野島断層を研究いたしました。その

結果出てまいりましたのが、南小学校周辺の平群断層を知りました。この断層

が学校周辺にあると知れば知るほど、安心・安全の確保が重大事と考えました。
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地震とは、いつどこで発生するかわかりません。南小校区の子どもたちの安心・

安全を考えると、やむなく苦渋の判断として採択とせざるを得ませんでした。 

 この断層については、国土地理院や東京大学の断層図から調査、検証、研究

した上、再考するのが議員の大事な責務と考えていました。 

 しかし、ここに至って、辞職勧告を受け、この断層を話さなければならなく

なりました。議員は、町民の目線で安心・安全のまちづくりを考えなければな

りません。町のあすに向かう平群の宝である児童の安心・安全を考えると、こ

の断層は大事なことであり、住民の皆さんに知っていただくことも重要な問題

であります。このことは、議員の大きな責務ではないかと思っております。 

 しかし、請願者の訴えも十分に理解するのも議員です。その御意見が反映で

きるようなプロセスを考えなければならないと痛感いたしております。 

 また、断層については、別の機会に提起したいと考えております。 

 以上のとおり、小職が請願に対して不採択に至った経緯を説明させていただ

きました。議員各位の御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議  長  

 髙幣君、退場を求めます。 

 

髙幣議員退場 

 

○議  長  

 日程第９  発議第１０号 髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議を議題と

いたします。 

 議案の朗読を求めます。局長。 

○議会事務局長 

 それでは、朗読いたします。 

 発議第１０号 

髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議 

 上記の決議を別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により

提出する。 

                         平成２３年７月１５日 

                        提出者  山  口  昌  亮  

                        賛成者  植  田  いずみ 

髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議 
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 髙幣幸生議員は、平群町議会議員選挙前の４月初旬、南小学校の存続を求め

る会（畠徹郎代表）が同議員選挙立候補予定者に行った「南小学校を存続させ

ることについて」の公開質問状に「賛成」を表明しながら、６月１７日の平群

町議会本会議で住民１７６人から平群町議会に提出された「平群南小学校の存

続を求める請願」に反対の態度をとった。 

 いうまでもなく、今回の小学校を廃止するかどうかといった町政の政策につ

いて、議会議員やその予定候補者が選挙中や選挙前に行った態度表明は、当該

選挙の有権者に対する約束、すなわち公約である。 

 この有権者との約束を破る今回の髙幣議員の行為は、平群町議会の品位と同

議会議員の信頼を失墜させるもので、議会議員として許されない行為である。 

 よって、本町議会は髙幣幸生議員みずから議員辞職されることが適当と判断

し、ここにそれを求めるものである。 

 以上でございます。 

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。山口君。 

○６  番  

 このようにですね、議員辞職を勧告するという本当に重い決議案をですね、

提出しなければならなかったことについては、提出する私自身非常に残念なこ

とだというふうに考えています。それでも、今回提出をせざるを得なかったの

は、いま読み上げていただいた決議案にもありますが、南小学校を存続させる

ということについて、髙幣議員は選挙前の公開質問に賛同をはっきりと表明さ

れていたわけです。ところが、実際に議会に出された存続を求める住民請願に

は反対をする。これは、ある意味有権者をだます、公約詐称、先ほど弁明の中

で公約とは違うというようなおっしゃり方をしてましたが、これはもう明らか

に公開質問状であれ何であれ、有権者の皆さんに約束したことは、私は公約だ

というふうに思っております。 

 それからですね、この公開質問状に取り組んだ南小学校の存続を求める会の

代表者からも下中議長に対してですね、髙幣幸生議員に辞職勧告決議を求める

要請書も提出されています。この要請書には、今回の髙幣議員の態度を平群町

議会の品位と権威を著しく傷つけるだけでなく、南小の存続を切実に願う請願

者らの心情を土足で踏みにじるもの、また、かかる背信行為はすべての有権者、

とりわけ同議員に１票を投じた有権者の信用を失墜させたことは明らかだと指

摘されています。 

 また、昨年度から実施されている平群町議会基本条例、この条例でもその第

２条に議会の活動原則で、町民の代表により構成されていることを常に自覚し、
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公平性、透明性、信頼性を重視し、町民の参加を基本とする開かれた議会を目

指すことと、住民との信頼関係を重視しています。 

 今回の髙幣議員の有権者を欺く、またはだますということになるわけですけ

ども、公約詐称とも言うべきこの行為は選挙で選ばれた議会議員として、決し

て許されるものではありません。もし、このような行為を平群町議会が不問に

付すということになれば、平群町議会そのものの姿勢が問われます。 

 先ほど弁明の中で環境の変化、活断層云々の話はありましたけれども、その

ことは理由にならないと思うんです。あの周辺に活断層、あれは松尾撓曲とい

うところですけれども、南小学校の下かどうかははっきりしませんけれども、

日本は全国国内どこでも活断層はあります。そのことと今回のことは関係あり

ませんし、またそれならば、そういう話を事前に公開質問状を出された相手に

説明するなり、またこの議場でもその話をする機会はあったというふうに思い

ます。そういう話もなく、今回突然そういう話を持ち出された、それはどうい

う経緯かわかりませんけれども、そういう点については本人の弁解としか、私

は受け取れない。このように考えます。 

 平群町議会が住民の皆さんから信頼されるためにも、この重い決議ですけれ

ども、これを採択することは非常に重要だと考えます。議員各位の賛同をよろ

しくお願い申し上げます。 

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。 

 続いてこれより討論に入ります。はい、馬本君。 

○１２番 

 この決議案については、反対の討論をさせていただきます。 

 一般的にマスメディアでよくありますように、議会議員がお酒を飲んで、事

故して逮捕された事例。そして、贈収賄事件に絡む逮捕。そして、人を傷つけ

る暴力的な刑法に抵触して逮捕される事例が多々見えます。時において、そこ

の議会は一番議会議員にとって、住民の信託を受けた議会議員にとって厳しい

辞職勧告決議案が提出されるわけでございます。 

 私、今回この件については、果たして辞職勧告決議案までいくものかと非常
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に疑問視するところであります。よって、この決議案については反対の意を表

したいと思います。 

○議  長  

 植田君。 

○５  番  

 私は、この決議案については賛成の立場をとらせていただきます。 

 決議案の中にも書かれていました、４月の町会議員選挙直前に立候補予定す

る方々に、非常に学校の存続という平群町のまちづくりにとって大変重要な問

題を公開質問状という形でありましたが、とられました。そういう中で明らか

に髙幣議員はそこに存続に賛同するとこういう意思表示を公に行ったという状

況があります。そういう中で状況が変わっていないにもかかわらずですね、６

月に出てきた存続を願う住民請願に対して一転して反対という立場をとられま

した。 

 先ほど、山口議員のほうからもありましたように、そのときに先ほど弁明さ

れたようなことは一言もおっしゃっていないというふうに私は記憶しています。

そういう中でですね、このように有権者に対しては存続を賛成するという立場

を表明しながら、請願に対しては反対するという、まことに議会議員として品

位と信頼を失墜させる行為であったかというふうに思います。それは議員とし

て決して許される行為ではないと、私はそういう意味では今回の決議は相当だ

と考えることから賛成をいたします。 

○議  長  

 ほか、ございませんか。 

 

「なし」の声あり 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結します。 

 これより発議第１０号 髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議を採決をし

ます。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案について可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

賛成者挙手 

 

○議  長  
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 可否同数であります。 

 地方自治法第１１６条の規定により、議長において本案に対する可否を裁決

いたします。 

 本案については、議長は否決と裁決いたします。 

 ただいま除斥されています髙幣君の入場を許可します。 

 

髙幣議員入場 

 

○議  長  

 発議第１０号 髙幣幸生議員に議員辞職を勧告する決議は可否同数であり、

議長裁決により否決されましたことを御報告いたします。 

 以上で、本臨時会に付議された件について全部終了いたしましたので、これ

をもって会議を閉じます。 

 町長、閉会に当たりごあいさつをお願いします。はい、町長。 

○町  長  

 長時間にわたりまして慎重な御審議、大変お疲れさんでございました。 

 提案させていただきました二つの議案につきましては可決いただきまして、

本当にありがとうございます。 

 今後におきましても、本町発展のために活発で、そして建設的な議論を期待

申し上げまして、簡単でございますが閉会のあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議  長  

 これをもって平成２３年平群町議会第４回臨時会を閉会いたします。 

（ブー） 

閉    会  （午後  ４時３５分） 

  

 


	表紙　H23.7.15
	議事日程（第１号）
	本文
	議長報告
	町長招集のあいさつ
	日程第１ 会議録署名議員の指名
	日程第２ 会期の決定
	日程第３ 諸般の報告
	副町長報告

	日程第４ 議案第４４号
	副町長発言
	日程第５ 議案第４５号
	日程第６ 農業委員会委員の推薦について
	日程第７ 選挙管理委員の選挙について
	日程第８ 選挙管理委員補充員の選挙について
	日程第９　発議第１０号
	町長閉会のあいさつ


